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問問2277  会会社社がが会会社社分分割割さされれままししたた。。そそれれにに伴伴っってて会会社社がが持持っってていいるる特特許許をを受受けけるる権権利利をを分分割割承承継継

会会社社にに承承継継すするるここととににななりりままししたた。。そそのの場場合合のの出出願願人人名名義義変変更更届届ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。

（（四四法法共共通通））  

 

答： 会社分割による特許を受ける権利の承継は、一般承継となりますので、特許法第３４条５

項の規定により、遅滞なく特許庁長官に承継人が届け出なくてはなりません。その場合の出

願人名義変更届は、書類名を「出願人名義変更届（一般承継）」として、権利の承継を証明

する書面として、会社分割の登記がある登記事項証明書及び被承継人による承継する権利を

特定した証明書を添付しなければなりません。また、会社分割の場合には特許法第１１条の

代理権の不消滅には該当しませんので、委任による代理人の代理権は書面をもって証明しな

ければなりません。 

 

承継証明書の記載例 

 

 

 

  

事業の一部を承継することで、特許を受ける権

利を共有する（被承継人に持分が残る）場合

は、以下のように記載します。 

「令和○○年○月○日の弊社分割により下記

の発明の特許を受ける権利の一部を貴殿に

承継したことに相違ありません。」 

被承継人の欄には、「実印」又は「実印により証

明可能な法人の代表者印」を押印します。 

※※「「実実印印にによよりり証証明明可可能能なな法法人人のの代代表表者者印印」」にに

つついいててのの詳詳細細はは、、問問１１４４「「３３．．証証明明書書にに押押印印すす

るる「「実実印印」」又又はは「「実実印印にによよりり証証明明可可能能なな法法人人

のの代代表表者者印印ににつついいてて」」をを参参照照ししててくくだだささいい。。  

 

承承継継証証明明書書  
 

令和○○年○○月○○日 

承継人 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名（名称） 北海道特許株式会社 

代表者    札幌 太郎    殿 

 

令和○○年○月○日の弊社分割により下記の発明の特許を受

ける権利を貴殿に承継したことに相違ありません。 

 

記 

 

１． 特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

２． 発明の名称   ○○○○の製造方法 

 

被承継人 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子         印 
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